
令和 7年度八戸市町内会等振興交付金交付要領 

（趣旨） 

第1 この要領は、町内会等が行う地域コミュニティ活動を経済的に支援し、地域の活

性化を図ることを目的として、令和 7年度の予算の範囲内で町内会等振興交付金（以

下「交付金」という。）を交付するものとし、その交付については八戸市補助金等の

交付に関する規則（昭和 61 年八戸市規則第 1 号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、この要領の定めるところによる。 

（用語の意義） 

第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)  町内会等  町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に

基づいて形成された団体であって、地域コミュニティ活動を行うことを目的とし、

現にその活動を行っていると認められるものをいう。 

(2)  地域コミュニティ活動  地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管

理等、良好な地域コミュニティの維持及び形成に関して、町内会等が自主的に行う

公益性のある活動をいう。 

(3)  地域安心安全活動 防犯灯の点検、防犯パトロール（町内巡回）、防災訓練等、

その他市長が認める安心安全活動をいう。 

(4)  地域除雪活動 生活道路・通学路除雪等、融雪剤の散布（入手・配置含む）、除

雪機の動作確認・点検、その他市長が認める除雪活動をいう。 

（交付金の額） 

第3 交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

(1)  均等割 20,000 円 

(2)  世帯割 令和 7 年度の収支予算書に記載されている会費を徴収する世帯数及び、

町内会等の会員ではあるが、町内会等において当該年度の会費を徴収しないと決定

した世帯数を合算した世帯数に 200 円を乗じて得た額 

(3)  地域安心安全活動実施加算 令和 6 年度に町内会等が行う活動として地域安心

安全活動（他の補助制度等の助成を受けていないものに限る）を実施した場合は、

令和 7年度の収支予算書に記載されている会費を徴収する世帯数及び、町内会等の

会員ではあるが、町内会等において当該年度の会費を徴収しないと決定した世帯数

を合算した世帯数に 100 円を乗じて得た額 

(4)  地域除雪活動実施加算 令和 6 年度に町内会等が行う活動として地域除雪活動

（他の補助制度等の助成を受けていないものに限る）を実施した場合は、令和 7年

度の収支予算書に記載されている会費を徴収する世帯数及び、町内会等の会員では

あるが、町内会等において当該年度の会費を徴収しないと決定した世帯数を合算し

た世帯数に 100 円を乗じて得た額 

2  前項の規定にかかわらず、当該年度内に新たに設立された町内会等に対する交付

金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

(1)  均等割 町内会等が設立された日の属する月から当該月以後の最初の 3 月まで

の月数（町内会等が設立された日の属する月が 3月である場合にあっての月数は１

とする。）に 1,667 円を乗じて得た額（100 円未満切捨て） 

(2)  世帯割 町内会等の設立時における当該町内会等の加入世帯数に 200 円及び前

号の月数を乗じて得た額を 12 で除して得た額（100 円未満切捨て） 



（交付申請） 

第4 規則第 3条の交付金交付申請書は、第 1号様式のとおりとする。 

2  規則第 3 条の規定により市長が定める書類は、次のとおりとする。ただし、第 4

号に掲げる書類を作成している場合において、当該書類に第 1 号、第 2 号、第 3 号

に掲げる書類に相当するものが含まれているときは、それぞれ第 1 号、第 2 号、第

3号に掲げる書類を省略することができる。 

(1)  事業計画書（第 2 号様式） 

(2)  収支予算書（第 3 号様式） 

(3)  加算対象活動実施報告書（第 4号様式） 

(4)  令和 7 年度の事業計画及び令和 6 年度の実施事業等を確認できる町内会等の総

会資料等（当該総会資料を作成している場合に限る。） 

(5)  その他市長が必要と認める書類 

3  新たに設立された町内会等の交付金の申請に当たっては、当該町内会等の代表者

は、町内会等設立届書（第 5 号様式）に規約及び区域図を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

4  交付申請は、令和 7 年 10 月 31 日までに行わなければならない。ただし、11 月 1

日から翌年3月31日までの間に新たに設立された町内会等が交付申請を行う場合そ

の他市長が必要あると認めるときは、この限りでない。 

（交付決定） 

第5 規則第 5 条の規定による通知は、交付金交付決定通知書（第 6 号様式）により行

うものとする。 

（交付時期） 

第6 交付金は、交付を決定した後において当該町内会等からの請求に基づき、前金払

で交付する。 

（変更事項等の届出） 

第7 町内会等の名称、代表者若しくは区域に変更があったとき又は町内会等を解散し

たときは、当該町内会等の代表者は速やかにその旨を市長に届け出なければならな

い。 

 （取下期日） 

第8 規則第 6 条第 1 項の規定により市長が定める期日は、交付金交付決定通知書を受

理した日から起算して 10 日とする。 

 （調査） 

第9 市長は、交付金の交付を受けた町内会等が行う活動の実施に疑義が生じた時は、

必要に応じ調査することができる。 

 （交付決定の取消し） 

第10 市長は、前条の規定に基づく調査の結果、交付決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

2  前項の規定による取消通知は、交付金交付決定取消通知書兼返還請求書（第 7号 

様式）により行うものとする。 

（返還） 

第11 市長は、交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、

既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとす

る。 

2  前項の規定による返還請求は、交付金交付決定取消通知書兼返還請求書（第 7 号

様式）により行うものとする。 



（実績報告） 

第12 規則第 12 条に規定する実績報告書は、別記第 8 号様式のとおりとし、事業終了

後速やかに提出しなければならない。 

2  前項の規定にかかわらず、交付金の交付の決定を受けた町内会等が解散したとき

は、解散の日から 20 日以内に実績報告書を提出しなければならない。 

3  規則第 12 条の規定により市長が定める書類は次のとおりとする。ただし、第 3号

に掲げる書類を作成している場合において、当該書類に第 1 号又は第 2 号に掲げる

書類に相当するものが含まれているときは、それぞれ第 1 号又は第 2 号に掲げる書

類を省略することができる。   

(1)  事業実績書（第 9 号様式） 

(2)  収支決算書（第 10 号様式） 

(3)  令和 6 年度の事業実績等を確認できる町内会等の総会資料等（当該総会資料を

作成している場合に限る。） 

(4)  その他市長が必要と認める書類 

（書類の整備及び保管） 

第13 この要領による交付金の交付を受けた町内会等は、当該交付金の交付を受け実施

した地域コミュニティ活動に関する領収書等の関係書類を備え、これを整理してお

かなければならない。 

2  前項の関係書類は、当該交付金の交付を受けた年度の翌年度の 4 月 1 日から 5 年

間保管しなければならない。 

（委任） 

第 12 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 

 この要領は、令和 7年 4月 1日から実施する。 

 


